石　巻　地　区　中　学　校　体　育　連　盟　規　約

第１章　　名称及び事務局

第１条　本連盟は石巻地区中学校体育連盟と称し，事務局を会長指定校に置く。

第２章　　目的及び事業

第 ２ 条　本連盟は石巻市・東松島市・女川町における中学校をもって組織し，その体育・スポーツ活動に関する振興及び調査と健全なる普及発展を図ることを目的とする。

第３条　本連盟は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。

    １．体育・スポーツ活動に関する振興及び調査

    ２．体育行事の開催

    ３．小学校，高等学校との体育に関する連絡

    ４．その他，本連盟の目的を達するに必要な事業

第３章　　役　　　　　員

第４条　本連盟に次の役員を置く。

会長　１名，　副会長　２名，　理事長　１名，　副理事長　２名

評議員　５名（会長・副会長含む），　監事　２名，　会計　１名，　理事　各校１名

第５条　評議員は石巻市・東松島市・女川町の代表校長をもって構成し重要事項を審議・評決する。
第６条　会長は評議員から選出し，会務を統括するとともに本連盟を代表する。
第７条　副会長は評議員から選出し，会長事故あるときは会務を代行する。
第８条　理事長は理事会において選出し，会務を執行する。
第９条　副理事長は理事会において選出し，理事長事故あるときは会務を代行する。
第１０条　会計は理事会において選出し，会計を執行する。

第１１条　理事は各校より１名選出し，会務を掌る。

第１２条　常任理事は理事長，副理事長，会計をもって構成する。

第１３条  監事は理事会において選出し，会計を監査する。

第１４条  役員の任期は１年とし，再任を妨げない。

第１５条  本会に，顧問および参与を置くことができる。
顧問および参与は会長が委嘱する。
顧問は会長の諮問に応じ，参与は会務に参加する。
第４章　　会　　　　議

第１６条　理事会は，会長，副会長，理事（必要に応じて評議員）をもって構成し，会長が招集して議長に当たる。

理事会は次の事項を議決する。

    １．予算および決算

    ２．役員の選出

    ３．体育大会及び体育行事に関する事項

    ４．その他の重要事項

第１７条　常任理事会は会長が招集し，評議員と常任理事をもって構成し，理事長を議長に会務の企画，立案を行う。

第５章　　専　　門　　部

第１８条　本連盟に専門部を設け，細部は別に定める。

第１９条　本連盟の事業実施に必要な場合は，特別委員会を設置することができる。

第６章　　表　　　　彰

第２０条　本連盟に功あった者は，これを表彰することができる。

表彰に関する規定は別に定める。

第７章　　会　　　　計

第２１条　本連盟の経費は各中学校からの会費をこれにあてる。
会費の金額は理事会で決定する。

第２２条　本連盟の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第８章　　そ　の　他

第２３条　本規約は理事会の決議がなければ変更できない。

第９章　　付　　　則

第２４条　本規約は平成１７年４月１日より施行する。

　　　　　　　　　平成２１年４月１日一部改正
専　　門　　部　　細　　則

第１条　この細則は，石巻地区中学校体育連盟規約第１８条に基づき定める。

第２条　下記の専門部会を置く。

　　　　　野球，ソフトボール，ソフトテニス，サッカー，バレーボール，バスケットボール，

　　　　　卓球，柔道，剣道，バドミントン，水泳，陸上競技(駅伝も含む)
第３条　専門部会は，当該部の企画運営にあたり，さらに専門的事項について会長に対して意見を具申することができる。

第４条
　専門部会に次の役員を置く。

部会長　１名，　副部会長　１～４名，　委員長　１名，　副委員長　若干名
※陸上競技専門部内の駅伝役員は別に定めることができる。
第５条　部会長，副部会長，委員長は評議員が選出し，会長が委嘱する。

第６条　部会長は，専門部を代表する。

第７条　副部会長は，部会長を補佐し，部会長事故あるときはその職務を代行する。

第８条　委員長は，会務を執行する。

第９条　副委員長は，各専門部員の互選により選出し，部会長が委嘱し，委員長事故あるときはその職務を代行する。

第１０条　専門部会は，部会長が招集する。

第１１条  役員の任期は１年とし，再任を妨げない。

第１２条  この細則は，理事会の決議がなければ，変更することができない。

第１３条  本細則は平成１７年４月１日より施行する。

　　　　　　　　　平成２１年４月１日一部改正
石巻地区中学校体育連盟表彰規定

第１条　本連盟規定第２０条による表彰規定は次のとおり定める。

第２条　表彰対象者を次のとおりとする。

        １．顕著な功績のあった生徒あるいはチームに，功績賞と記念品を贈る。　※新人大会は除く
      　　　【対象：地区大会３年連続優勝】
　　　　　　※県の規定：全国大会３位以内入賞，東北大会優勝，県３年連続優勝

　　　　　　※体育協会の規定：全国大会３位以上，東北大会優勝及び大会記録樹立
        ２．本連盟発展に特に功績のあった個人又は団体に，感謝状と記念品を贈る。

第３条　表彰の推薦があった場合は理事会の審議を経て決定する。

第4条 表彰の場は，石巻地区駅伝競走大会の場をお借りして行う。
第5条 この表彰規定の改廃の手続きは連盟規約に準ずる。
第６条　この規定は平成１７年４月１日より実施する。

　　　　　　　　　平成１９年４月１日一部改正
石巻地区中学校体育連盟合同チーム参加規定

本規定は，今後進む生徒数減少に伴い，単独校では部員不足等のためチーム編成が出来ず，大会出場の機会がなくなる選手がでてくることが予想されることから，その生徒達に大会参加の場を保証するための救済処置である。したがって，各校で選手確保の努力が前提であり，安易な合同チーム編成や勝利至上・強化を目的とした合同チーム編成を求めるものではない。

 １　合同チームの編成条件

 　①　それぞれの学校において，学校教育計画に基づいて活動していること。（それぞれの学校で部が設置され，顧問が存在すること。）

 　②　当該校では，それぞれの顧問もしくは外部指導者の指導の下，学校管理下で日常的・計画的に活動を行っていること。

   ③　合同チームの各校は，石巻地区中学校体育連盟に加盟していること。

   ④　合同チームの大会参加について，それぞれの学校長が認め，以下に定める手続きが行われ，事前に石巻地区中学校体育連盟に承認されていること。

 ２　合同チームの承認種目

       バスケットボール（５）

       サッカー（１１）

       バレーボール（６）

       軟式野球（９）

       ソフトボール（９）

       駅伝（男６，女５）　※石巻地区大会のみの特例
 ３　合同チームの編成基準

   ①　部員数が上記人数に満たない当該校で，単独チーム編成が困難な２校以上によるチーム。

   ②　部員数が上記人数に満たない当該校で，部員数に余裕のある他校より部員を借りて編成する準合同チーム。

3 単独校でのチーム編成可能な当該校が，上記試合人数に満たない当該校を吸収による１チームの準合同チーム。
4 駅伝に関しては男女別人数で１０名以下の学校に限り，上記編成基準に従って合同チームを認める。ただし，県大会出場権はないものとする。
※　②については平成２０年度検討の結果，参加を認めない。（駅伝は除く）
 ４　チーム名

       複数校名連記とする。

 ５　引率・監督

       監督は代表校の校長・教員とし，引率は各校の校長・教員とする。

 ６　手続き

 　①　石巻地区中学校体育連盟理事会（１次大会種目は第２回・駅伝は第６回）までに，石巻地区中体連会長宛に「合同チーム参加承認願」（様式１）を提出し，同理事会で承認を得る。ただし，新人大会においては専門部へ提出し，専門部会で承認を得る。
   ②　専門部顧問会においても，合同チーム編成の有無を専門部内で共通理解を図る。
 ７　参加申し込み

       参加申し込みの手続きは，当該校の校長が承認の上，代表校の校長が行う。

 ８　表彰

       表彰は，申請合同チーム名で行い，各校に賞状を授与する。

 ９　その他

 　①　合同チーム参加に関わる細則は，当該専門部で必要に応じて定める。

　 ②　合同チームとして参加する当該校は，専門部の定める細則に従わなければならない。

 付　　　記

   本規定は，平成１７年４月１日より施行する。
　　　　　　 平成２１年４月１日一部改正






